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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2025年２月25日付の取締役会において、当社の完全子会社であるMIXI Australia Pty Ltd（以下「MIXI

Australia」という。）を通じて、主としてオーストラリアやカナダでベッティング事業を行うオーストラリア証券取

引所に上場するPointsBet Holdings Limited（以下「PointsBet」という。）の発行済株式の100％を取得（以下「本

件株式取得」という。）し、PointsBetを子会社化（当社の孫会社化）するための手続きを開始することを決議し、

2025年２月26日、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及

び第８号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出しました。

今般、当社が、2025年６月２日開催の取締役会において、PointsBet普通株式の取得価額を増額することを決定した

こと、及び直近のScheme of Arrangementの進捗状況を踏まえ、本件株式取得に関する臨時報告書の記載事項の一部に

変更がありましたので、金融商品取引法24条の５の第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時

報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２　報告内容

　１．特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容）

　(3）当該異動の理由及びその年月日

 
　２．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

　(3）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

１．特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容）

　(3）当該異動の理由及びその年月日

　　②　異動の年月日

　　 　 2025年６月中旬（予定）

 
（訂正後）

１．特定子会社の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告内容）

　(3）当該異動の理由及びその年月日

　　②　異動の年月日

　　　　2025年７月８日（予定）

 
（訂正前）

２．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

　(3）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

　　①　PointsBetの普通株式　　　　　　　　352百万豪ドル（352億円）

 
（訂正後）

２．子会社取得の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

　(3）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

　　①　PointsBetの普通株式　　　　　　　　398百万豪ドル（398億円）
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